


３
月
２
日
に
開
催
さ
れ
た
市

議
会
本
会
議
で
、
滝
口
季
彦
市

長
が
平
成
19
年
度
の
施
政
方
針

を
述
べ
ま
し
た
。
そ
の
一
部
を

抜
粋
し
て
紹
介
し
ま
す
。(

全

文
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
ま
す
。)

新
生
庄
原
市
の
初
代
市
長
と

い
う
栄
に
浴
し
、
ま
た
た
く
間

に
２
年
が
経
過
い
た
し
ま
し
た
。

顧
み
ま
す
と
、
地
方
分
権
の

進
展
と
い
う
時
代
潮
流
の
中
に

あ
っ
て
、
未
来
の
ま
ち
づ
く
り

に
夢
を
抱
き
、
地
域
課
題
の
解

決
を
図
る
べ
く
、
全
国
的
に
も

極
め
て
広
域
な
市
と
し
て
誕
生

い
た
し
ま
し
た
が
、
合
併
か
ら

今
日
ま
で
、
小
泉
政
権
、
さ
ら

に
は
安
倍
内
閣
に
引
き
継
が
れ

た
国
優
先
の
財
政
改
革
、
都
市

偏
重
の
構
造
改
革
が
、
本
市
の

行
財
政
運
営
に
、
重
く
、
厳
し

く
の
し
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を

痛
切
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。

(

中
略)

年
11
月
の
内
閣
府
発
表
に

よ
る
月
例
経
済
報
告
で
は
、

景
気
拡
大
が
戦
後
最
長
の

｢

い

ざ
な
ぎ
景
気｣

を
抜
い
た
旨
を

報
じ
、
安
倍
政
権
が
掲
げ
る
脱

デ
フ
レ
・
成
長
主
義
の
進
展
を

印
象
付
け
て
お
り
ま
す
。
し
か

し
、
労
働
者
、
中
小
企
業
を
は

じ
め
、
国
民
生
活
に
お
い
て
は

｢

庶
民
に
利
益
が
還
元
さ
れ
な

い
景
気
回
復｣

、
ま
さ
に

｢

実

感
な
き
景
気
回
復｣

と
い
う
矛

盾
を
生
じ
て
お
り
、
特
に
本
市

の
よ
う
な
過
疎
化
、
高
齢
化
の

進
む
中
山
間
地
域
に
お
い
て
は
、

税
収
の
伸
び
悩
み
、
地
域
産
業

の
低
迷
に
加
え
、
地
方
交
付
税

な
ど
の
削
減
が
、
景
気
動
向
の

み
な
ら
ず
、
地
域
活
力
の
低
下

に
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る

の
が
実
情
で
ご
ざ
い
ま
す
。

海
道
夕
張
市
の
財
政
破
綻

が

｢

夕
張
シ
ョ
ッ
ク｣

と

し
て
全
国
的
に
報
じ
ら
れ
、
本

市
に
お
き
ま
し
て
も
、
財
政
状

況
や
今
後
の
市
政
運
営
に
関
し
、

多
く
の
ご
質
問
、
ご
意
見
、
ご

提
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

本
市
の
財
政
は
、
自
主
財
源

が
乏
し
い
が
ゆ
え
に
、
社
会
情

勢
や
国
・
県
の
政
策
に
よ
る
影

響
を
受
け
易
く
、
ま
た
、
旧
市

町
で
の
事
業
に
か
か
る
起
債
償

還
や
福
祉
・
医
療
を
は
じ
め
と

す
る
各
年
度
の
行
政
需
要
な
ど

に
応
じ
、
一
定
の
制
約
を
課
さ

れ
た
中
で
行
政
運
営
を
行
っ
て

お
り
、
厳
し
い
状
況
は
、
合
併

の
前
後
を
問
わ
ず
同
様
で
ご
ざ

い
ま
す
。

た
だ
ひ
と
つ
確
実
な
こ
と
は
、

｢

合
併
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
今

が
あ
る｣

と
い
う
点
で
あ
ろ
う

か
と
存
じ
ま
す
。
合
併
補
助
金

や
推
進
交
付
金
、
合
併
特
例
債

な
ど
の
財
政
支
援
を
重
視
す
る

の
み
な
ら
ず
、
す
み
や
か
に
行

政
経
営
改
革
大
綱
、
定
員
適
正

化
計
画
を
策
定
し
、
共
通
意
識
・

統
一
方
針
の
も
と
で
事
務
事
業
・

職
員
定
数
な
ど
の
見
直
し
に
着

手
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
う
し

た
行
財
政
運
営
、
組
織
経
営
の

視
点
に
も
ま
し
て
特
筆
す
べ
き

こ
と
は
、
全
域
的
な
自
治
振
興

区
の
設
立
に
よ
っ
て
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
発
想
や
力
で
多
様
な

活
動
・
地
域
経
営
が
展
開
さ
れ

て
い
る
と
い
う
点
で
ご
ざ
い
ま

す
。私

た
ち
の
暮
ら
す
地
域
で
、

｢

あ
た
り
ま
え
の
こ
と｣

と
し

て
認
知
さ
れ
て
い
た
家
族
や
近

隣
で
の
助
け
合
い
の｢

こ
こ
ろ｣

を
回
復
し
、
市
民
、
地
域
、
行

政
に
よ
る

｢

協
働｣

と

｢

一
体

感｣

の
意
識
に
基
づ
く
実
践
活

動
が
活
発
化
す
る
こ
と
で
、
地

域
経
営
・
行
政
経
営
の
面
で
も

新
た
な
道
が
拓
か
れ
る
も
の
と

確
信
し
て
お
り
ま
す
。

夕
張
市
の
現
実
は
、
地
方
自

治
体
を
預
か
る
者
の
一
人
と
し

て
、
極
め
て
残
念
に
存
じ
て
お

り
、
不
安
や
危
機
感
を
持
た
れ

る
市
民
の
皆
さ
ん
の
声
も
真
摯

に
受
け
止
め
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
本
市
と
夕
張
市
を

比
較
す
る
と
き
、
合
併
の
有
無
、

議
会
の
機
能
、
人
口
減
少
の
規

模
や
速
度
、
負
債
へ
の
対
応
な

ど
、
根
幹
的
な
部
分
で
多
く
の

違
い
が
あ
り
、
特
に
夕
張
市
の

破
綻
は
、
一
時
借
入
金
を
会
計

間
操
作
で
粉
飾
し
、
赤
字
隠
し

を
行
う
と
い
う
不
適
切
な
財
務

処
理
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
本
市
に
お
い
て
は
、
い
た

ず
ら
に
不
安
を
あ
お
る
こ
と
な

く
、
正
し
い
情
報
提
供
と
十
分

な
住
民
説
明
、
的
確
な
対
応
方

針
の
策
定
に
よ
り
、
冷
静
に
対

処
す
べ
き
事
項
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、

本
市
の
財
政
が
極
め
て
厳
し
い

状
況
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
長

期
的
な
展
望
を
も
っ
た
財
政
運

営
の
緊
急
的
・
抜
本
的
な
改
善

策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
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さ
ら
に
は
、
夕
張
シ
ョ
ッ
ク
を

発
端
と
し
た
地
方
自
治
体
の
破

綻
報
道
が
、
図
ら
ず
も
市
民
の

皆
さ
ん
の
行
政
運
営
・
財
政
状

況
に
対
す
る
関
心
を
喚
起
し
た

こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
こ
う
し

た
事
例
を
教
訓
と
し
、
多
く
の

声
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
持
続

的
な
自
治
体
運
営
に
向
け
て
引

き
続
き
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

年
12
月
の
議
会
定
例
会
に

お
き
ま
し
て
、
議
員
各
位

の
ご
理
解
を
賜
り
、
庄
原
市
長

期
総
合
計
画
の
策
定
を
完
了
い

た
し
ま
し
た
。

合
併
後
、
最
初
の
総
合
計
画

で
あ
り
、
新
市
建
設
計
画
の
基

本
理
念
、
将
来
像
な
ど
を
尊
重

す
る
と
と
も
に
、
内
容
の
整
合

に
も
留
意
し
な
が
ら
策
定
い
た

し
ま
し
た
が
、
社
会
背
景
を
は

じ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
値
や
指

標
が
示
す
と
お
り
、
本
市
を
取

り
巻
く
環
境
や
現
実
は
誠
に
厳

し
く
、
さ
ら
な
る
地
域
活
力
の

低
下
も
危
惧
さ
れ
る
中
で
、
特

に
本
市
の
抱
え
る
深
刻
な
問
題

と
し
て
、
人
口
の
減
少
、
基
幹

産
業
の
衰
退
、
財
政
状
況
の
悪

化
を
指
摘
し
、
各
項
目
が
相
互

に
関
係
し
な
が
ら
右
肩
下
が
り

へ
の
悪
循
環
を
招
い
て
い
る
旨

を
記
述
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
中
山
間
地
域
の
抱

え
る
全
国
的
な
共
通
課
題
と
し

て
認
識
さ
れ
、
本
市
に
お
き
ま

し
て
も
、
こ
れ
ま
で
長
年
に
わ

た
り
、
旧
市
町
に
お
い
て
さ
ま

ざ
ま
な
方
策
を
講
じ
、
多
額
の

資
金
を
投
入
し
、
改
善
・
脱
却

に
向
け
た
懸
命
な
努
力
を
続
け

て
お
り
ま
す
が
、
十
分
な
成
果

に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
も
ま
た
、

不
本
意
な
が
ら
事
実
で
ご
ざ
い

ま
す
。

し
か
し
一
方
で
は
、
日
本
統

計
協
会
に
よ
る
平
成
17
年
の
推

計
人
口
４
２
、６
０
０
人
に
対

し
、
実
際
は
４
３
、０
０
０
人

台
を
維
持
し
て
い
る
な
ど
、
一

部
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
努

力
が
報
わ
れ
て
い
る
実
績
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
施

策
や
成
果
を
十
分
、
検
証
し
、

見
直
す
べ
き
は
見
直
し
な
が
ら
、

新
た
な
視
点
と
強
い
意
志
を
持
っ

て
、
こ
れ
ら
深
刻
な
問
題
に
立

ち
向
か
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

��������本
市
が
抱
え
る
深
刻
な
問
題

の
一
点
目
、｢

人
口
の
減
少
に

つ
い
て｣

で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
市
の
人
口
は
、
昭
和
20
年

代
の
９
２
、０
０
０
人
あ
ま
り

を
ピ
ー
ク
と
し
て
減
少
を
続
け
、

昨
年
12
月
末
日
の
住
民
基
本
台

帳
登
録
者
は
、
４
３
、１
５
３

人
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
各
種

の
推
計
値
に
お
い
て
も
、
今
後

10
年
間
で
５
、０
０
０
人
か
ら

７
、０
０
０
人
の
減
少
が
予
測

さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
基
本
構

想
で
は
、
10
年
後
の
目
標
人
口

を
現
在
と
ほ
ぼ
同
数
の
４
３
、

０
０
０
人
と
設
定
い
た
し
ま
し

た
。策

定
段
階
か
ら
多
様
な
ご
意

見
を
い
た
だ
き
、
極
め
て
厳
し

い
数
値
で
あ
る
こ
と
は
理
解
し

て
お
り
ま
す
が
、
人
口
の
減
少

は
、
産
業
の
低
迷
や
市
税
・
交

付
税
の
減
収
の
み
な
ら
ず
、
地

域
活
力
に
直
接
的
な
影
響
を
与

え
、
ま
た
、
計
画
策
定
時
の
ア

ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
、
市
民
の

皆
さ
ん
が
強
い
不
安
を
感
じ
て

い
る
項
目
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
市
民
ニ
ー
ズ
の
面
か

ら
も
最
大
限
の
努
力
を
傾
注
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

り
わ
け
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
か
ら
、
市
内
世
帯
の
約

半
数
に

｢

転
出
し
て
い
る
家
族

が
あ
る｣

こ
と
が
推
測
さ
れ
、

回
答
世
帯
の
72
パ
ー
セ
ン
ト
が

｢

家
族
の
帰
郷
を
望
ん
で
い
る｣

こ
と
か
ら
、
本
市
出
身
者
の
帰

郷
、
い
わ
ゆ
る
Ｕ
タ
ー
ン
施
策

に
重
点
を
置
く
と
と
も
に
、
そ

の
成
果
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ

て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

転
出
し
た
理
由
や
帰
郷
で
き
な

い
訳
は
、
さ
ま
ざ
ま
あ
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
が
、｢

一
緒
に
暮

ら
し
た
い｣

と
の
願
い
を
叶
え

る
た
め
に
何
よ
り
必
要
な
こ
と

は
、
離
れ
て
暮
ら
す
皆
さ
ん
の

｢

ふ
る
さ
と
に
帰
ろ
う｣

と
い

う
意
識
と
、｢

帰
っ
て
こ
い
や
、

待
っ
と
る
よ｣

と
い
う
帰
郷
を

促
す
気
運
の
醸
成
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。

お
り
し
も

｢

２
０
０
７
年
問

題｣

と
称
さ
れ
る
団
塊
世
代
の

退
職
が
始
ま
る
今
、
生
ま
れ
育
っ

た

｢

ふ
る
さ
と｣

へ
の
望
郷
の

念
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
変
わ

ら
な
い
こ
と
を
信
じ
、
家
族
や

地
域
の
想
い
を
力
に
換
え
る
仕

組
み
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。
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������次
に
、｢

基
幹
産
業
、
特
に

農
林
業
の
衰
退
に
つ
い
て｣

で

ご
ざ
い
ま
す
。

基
本
構
想
の
中
で
も
触
れ
て

お
り
ま
す
よ
う
に
、
農
林
業
は
、

多
く
の
市
民
が
か
か
わ
る
中
で

農
村
経
済
や
農
村
環
境
を
支
え
、

そ
の
収
入
に
よ
る
消
費
活
動
が

商
業
振
興
や
市
街
地
の
賑
わ
い

を
生
み
出
す
な
ど
、
地
域
に
お

け
る
経
済
循
環
の
基
盤
と
し
て

成
立
し
て
い
た
歴
史
・
背
景
か

ら
、
現
在
も
な
お
、
本
市
の
基

幹
産
業
と
し
て
多
く
の
市
民
に

認
知
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
急
激

な
社
会
経
済
情
勢
の
変
動
は
、

本
市
の
産
業
構
造
に
お
け
る
農

林
業
の
経
済
的
地
位
を
相
対
的

に
低
下
さ
せ
、
担
い
手
の
減
少

や
高
齢
化
を
招
き
、
現
在
で
は
、

市
民
生
活
や
地
域
経
済
を
支
え

る
力
の
低
下
が
否
め
な
い
状
況

に
ご
ざ
い
ま
す
。

幹
産
業
の
転
換
を
図
る
こ

と
が
困
難
な
現
状
に
あ
っ

て
、
今
一
度
、
農
村
資
源
に
目

を
向
け
、
さ
ら
に
高
齢
者
や
女

性
、
自
治
振
興
区
を
は
じ
め
、

市
民
・
地
域
が
有
す
る
新
た
な

力
、
埋
も
れ
た
能
力
を
集
め
、

発
揮
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り
に

よ
っ
て
、
農
林
業
を
中
心
と
し

た
地
域
産
業
の
活
性
化
に
努
め

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
、

そ
の
戦
略
的
構
想
と
し
て
、

｢

み
ど
り
の
環

経
済
戦
略
ビ

ジ
ョ
ン｣

を
策
定
い
た
し
ま
し

た
。そ

の
趣
旨
は
、
本
市
の

｢

強

み｣

で
あ
る
農
村
・
農
林
業
資

源
を
基
底
と
し
て
失
い
つ
つ
あ

る
地
域
内
の
経
済
循
環
を
取
り

戻
し
、
市
民
所
得
の
向
上
の
み

な
ら
ず
、
市
街
地
の
賑
わ
い
や

地
域
の
つ
な
が
り
、
人
々
の
笑

顔
が
あ
ふ
れ
る｢

住
ん
で
よ
し
、

訪
れ
て
よ
し
の
共
生
定
住
社
会｣

を
構
築
・
形
成
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
農
林
業
の
自
立
、
木

質
バ
イ
オ
マ
ス
、
観
光
・
定
住

を
柱
と
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事

業
を
横
断
的
に
実
践
し
て
ま
い

り
ま
す
。

(

中
略)

������今
回
、
ま
ち
づ
く
り
の
方
針

を
示
す
長
期
総
合
計
画
と
と
も

に
、
財
政
運
営
に
対
す
る
不
安
・

懸
念
が
高
ま
る
中
で

｢

持
続
可

能
な
財
政
運
営
プ
ラ
ン｣

を
策

定
し
、
併
せ
て
実
施
計
画
の
見

直
し
を
行
い
ま
し
た
。

プ
ラ
ン
の
概
要
は
、
既
に
ご

承
知
い
た
だ
き
ま
す
と
お
り
、

使
用
料
を
は
じ
め
と
す
る
市
民

負
担
金
の
見
直
し
、
各
種
補
助

金
・
委
託
料
な
ど
の
減
額
、
各

種
事
業
の
凍
結
や
縮
小
、
公
共

施
設
の
一
部
休
止
、
給
与
・
報

酬
の
抑
制
な
ど
、
市
民
の
皆
さ

ん
は
も
ち
ろ
ん
、
私
や
職
員
、

議
員
各
位
に
と
り
ま
し
て
も
、

極
め
て
厳
し
い
内
容
・
目
標
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
相
当
な
覚
悟

を
も
っ
て
臨
ま
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま
で
の
市
民

負
担
金
や
サ
ー
ビ
ス
水
準
は
、

ほ
と
ん
ど
が
合
併
協
議
に
基
づ

く
も
の
で
、
県
内
他
市
と
比
較

す
る
と
き
、
必
ず
し
も
劣
っ
た

内
容
と
は
認
識
し
て
お
り
ま
せ

ん
し
、
見
直
し
に
際
し
て
は
、

他
団
体
と
著
し
い
差
を
生
じ
な

い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、

一
定
期
間
、
こ
う
し
た
取
り
組

み
を
続
け
る
こ
と
で
、
財
政
基

盤
の
安
定
が
図
ら
れ
る
こ
と
を

お
約
束
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。
重
ね
て
ご
理
解
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

政
運
営
プ
ラ
ン
を
推
進
す

る
う
え
で
、
懸
念
し
て
い

る
項
目
の
ひ
と
つ
が
、
市
民
の

皆
さ
ん
に
収
め
て
い
た
だ
く
べ

き
市
税
な
ど
の
収
納
率
が
低
下

し
て
い
る
点
で
ご
ざ
い
ま
す
。

平
成
17
年
度
の
現
年
分
に
お

い
て
、
個
人
市
民
税
が
98
・
29

％
、
固
定
資
産
税
が
96
・
45
％

と
、
い
ず
れ
も
平
成
16
年
度
を

下
回
っ
て
お
り
、
ほ
か
に
も
国

民
健
康
保
険
税
、
普
通
徴
収
の

介
護
保
険
料
、
保
育
料
、
住
宅

使
用
料
な
ど
が
96
％
以
下
、
滞

納
繰
越
分
に
あ
っ
て
は
、
固
定

資
産
税
の
多
額
滞
納
も
含
め
、

極
め
て
低
位
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。

平
成
17
年
度
の
調
定
額
で
単

純
計
算
し
た
場
合
、
市
民
税
の

１
％
が
１
、０
０
０
万
円
、
固

定
資
産
税
の
１
％
が
２
、０
０

０
万
円
相
当
と
な
り
ま
す
が
、

こ
れ
ら
は
、
貴
重
な
財
源
と
し

て
多
く
の
皆
さ
ん
に
真
面
目
に

納
付
い
た
だ
い
て
お
り
、
滞
納

の
発
生
は
、
市
民
負
担
の
公
平

性
を
損
な
う
こ
と
、
法
律
や
契

約
に
基
づ
く
納
付
義
務
の
も
と

で
は
、
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず

許
さ
れ
な
い
事
項
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
担
当
職
員
の
増
員
や
庁

内
対
策
組
織
の
設
置
、
民
間
の

専
門
機
関
の
活
用
な
ど
を
含
め
、

毅
然
と
し
た
態
度
で
そ
の
解
消

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

市
の
維
持
・
発
展
を
図
り
、

住
民
福
祉
の
向
上
を
進
め

る
た
め
に
、
今
後
も
多
く
の
事

業
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
り
ま

す
が
、
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る

の
は
、｢

ど
れ
だ
け
の
こ
と
を

し
た
の
か｣

と
い
う
実
績
で
は

な
く
、
ど
れ
だ
け
の
成
果
・
効

果
が
得
ら
れ
た
の
か
、
言
い
換

え
れ
ば
、
市
民
が
ど
れ
だ
け
の

｢

満
足
感｣

を
得
る
こ
と
が
で

き
た
の
か
、
と
い
う
点
で
ご
ざ

い
ま
す
。
当
然
に
、
お
金
や
モ
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ノ
な
ど
、
多
く
の
行
政
資
源
を

投
入
す
れ
ば
、
満
足
感
も
向
上

す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
限
り
あ
る
資
源
の
中

で
は
、
ど
れ
だ
け
の
投
資
で
ど

れ
だ
け
の
成
果
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
、
ま
た
、
投
資
す

る
資
源
の
量
の
ど
れ
だ
け
が
適

当
と
判
断
さ
れ
る
の
か
を
十
分

に
精
査
・
検
討
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

財
政
の
安
定
に
向
け
て
は
、

｢

入
る
を
図
っ
て
出
ず
る
を
制

す｣

と
申
し
ま
す
よ
う
に
、
歳

入
の
確
保
と
歳
出
の
見
直
し
を

同
時
に
行
う
こ
と
が
極
め
て
重

要
と
認
識
し
て
お
り
、
特
段
の

ご
理
解
を
申
し
上
げ
ま
す
。

���������こ
う
し
た
深
刻
な
問
題
を
明

ら
か
に
し
な
が
ら
地
域
づ
く
り

の
方
向
性
を
検
討
し
、
総
合
計

画
に
お
け
る
本
市
の
将
来
像
を

｢�
げ
ん
き�
と�
や
す
ら
ぎ�

の
さ
と
や
ま
文
化
都
市

〜
人

と
地
域
が
輝
く

美
し
い
日
本

の
ふ
る
さ
と
〜｣

と
い
た
し
ま

し
た
。

後
段
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
人
が

輝
く
こ
と
で
地
域
が
輝

き
、
地
域
が
輝
く
こ
と

で
人
が
輝
く
。
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
が
美
し
い
里

山
環
境
の
も
と
で
育
ん

で
き
た
歴
史
や
風
土
、

心
豊
か
な
生
活
や
文
化

な
ど
、
多
様
で
個
性
的

な
財
産
を
本
市
発
展
の

大
き
な
可
能
性
・
魅
力

と
捉
え
、
こ
れ
ら
を
改

め
て
自
覚
し
、
磨
く
こ

と
で
、
懐
か
し
く
・
新

し
く
・
美
し
い

｢

日
本

の
ふ
る
さ
と｣

と
呼
べ

る
地
を
創
造
し
よ
う
と

の
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
。

｢

ふ
る
さ
と｣

と
は
、
こ
の
地

に
暮
ら
し
、
こ
の
地
を
守
り
、

こ
の
地
を
愛
す
る
者
が

｢

共
有

す
べ
き
場
所｣

と
思
う
と
こ
ろ

で
あ
り
、
四
季
に
彩
ら
れ
た
情

景
や

｢

お
互
い
さ
ま｣

の
気
持

ち
を
忘
れ
ず
、
か
つ
て
の
日
本

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
人

も
自
然
も
美
し
く
輝
く

｢

羨
望
せ
ん
ぼ
う

の
地｣

を
目
指
し
て
ま
い
り
ま

す
。

(

中
略)

画
は
、
夢
の
実
現
・
地
域

活
性
化
に
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
羅
針
盤
で
あ
り
、
ま

た
、
地
域
づ
く
り
の
設
計
図
で

ご
ざ
い
ま
す
。
市
民
、
職
員
、

議
員
が
理
念
や
目
標
を
共
有
し
、

｢

あ
る
べ
き
姿｣

の
実
現
に
向

け
て
確
実
な
前
進
を
続
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

(

中
略)

標
の
達
成
に
は
、
時
間
を

要
す
る
事
項
も
ご
ざ
い
ま

す
が
、
時
間
を
か
け
る
こ
と
が

許
さ
れ
な
い
事
項
も
ご
ざ
い
ま

す
。
課
題
の
多
く
が

｢
短
期
間

で
の
成
果｣

を
要
請
さ
れ
て
い

る
状
況
に
あ
っ
て
は
、
将
来
を

見
据
え
た
適
切
な
判
断
と
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、
市
民
・

職
員
・
議
員
が
同
じ
目
標
に
向

か
っ
て
、
理
解
し
、
努
力
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

美
し
い
と
思
え
る�
ふ
る
さ

と�
に
生
ま
れ
、
こ
こ
ろ
豊
か

に
暮
ら
し
続
け
る
た
め
に
は
、

今
を
生
き
る
私
た
ち
が
、
そ
の

�
ふ
る
さ
と�
を
愛
し
、
守
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

現
実
を
嘆
き
、
あ
き
ら
め
る
の

で
は
な
く
、｢

こ
の
地
域
か
ら

日
本
を
変
え
る｣

、｢

憧
れ
の�
ふ

る
さ
と�
を
創
る｣

と
い
っ
た

高
邁
こ
う
ま
い

な
志
と
強
い
意
欲
を
共
有

し
、
一
人
ひ
と
り
が
家
庭
を
見

つ
め
、
地
域
を
見
つ
め
、
社
会

を
見
つ
め
、
す
べ
き
こ
と
・
で

き
る
こ
と
を
実
践
す
る
中
で
創

造
さ
れ
る�
美
し
い
ふ
る
さ
と�

を
、
全
国
へ
発
信
し
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

年
の
暮
れ
、
京
都
市
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
全
国
高
校

駅
伝
に
お
い
て
、
広
島
県
代
表

の
世
羅
高
校
が
32
年
ぶ
り
に
優

勝
し
、
そ
の
主
将
が
本
市
出
身

者
で
あ
る
こ
と
は
、
ご
承
知
の

こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、
彼
は
庄

原
中
学
校
時
代
、
全
国
は
お
ろ

か
県
内
で
も
無
名
の
選
手
で
、

当
時
を
知
る
人
は
、
今
回
の
活

躍
を
、
大
変
、
驚
か
れ
た
と
う

か
が
っ
て
お
り
ま
す
。

大
き
な
感
動
を
生
ん
だ
陰
に

は
、
果
て
し
な
い
夢
と
、
そ
の

夢
を
失
わ
な
い
強
い
志
、
夢
を

実
現
し
よ
う
と
す
る
相
当
な
努

力
が
あ
っ
た
も
の
と
思
い
ま
す

が
、
幕
末
の
思
想
家
・
吉
田
松

陰
は
、｢

夢
な
き
者
に
理
想
な

し
、
理
想
な
き
者
に
計
画
な
し
、

計
画
な
き
者
に
実
行
な
し
、
実

行
な
き
者
に
成
功
な
し
。
ゆ
え

に
夢
な
き
者
に
成
功
な
し｣

と

い
う
教
え
を
残
し
て
お
り
ま
す
。

ま
さ
に
、
実
現
・
成
功
の
喜

び
や
感
動
は
、
夢
を
持
ち
、
努

力
す
る
こ
と
の
賜
物
で
あ
り
、

｢

強
い
チ
ー
ム
を
作
り
た
か
っ

た｣

と
話
す
18
歳
の
少
年
に
、

そ
の
こ
と
を
改
め
て
感
じ
さ
せ

ら
れ
ま
し
た
。

深
刻
な
問
題
を
は
じ
め
、
市

民
生
活
、
地
域
活
性
化
に
か
か

る
諸
課
題
が
山
積
し
て
お
り
ま

す
が
、
夢
を
持
ち
、
理
想
を
描

き
、
新
年
度
も
前
向
き
に
挑
戦

し
て
ま
い
り
ま
す
。
議
員
各
位
、

並
び
に
市
民
の
皆
様
に
は
、
今

後
と
も
、
一
層
の
ご
支
援
と
ご

協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

重
ね
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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企画課企画調整係 �0824-73-1128
本庁
○ 総務部
高額滞納特別徴収班 (新設) 高額滞納整理への特別対応

○ 地域振興部

商工観光課

商工観光係 (名称変更)�0824-73-1179 商工振興係と観光交流係を統合

定住推進係 (新設)�0824-73-1178 定住施策の企画立案および実施に関する事務

農林振興課 活性化係 (新設)�0824-73-1227 農業自立振興プロジェクト事業などの推進
に関する事務

○ 市民生活部
人権推進課 (終了)
女性児童課
(児童福祉課から名称変更)

男女共同参画係 (移管)�0824-73-1243 人権推進課から移管

社会福祉課 障害者福祉係 (新設)�0824-73-1210 知的障害者・身体障害者福祉に関する事務

支所
○ 東城支所

環 境 衛 生 課

環境衛生係

⇒ 環境建設課 (統合)�08477-2-5141 管理係
東城クリーンセンター係 東城クリーンセンター係
下水道係

水道係
水道係

下水道係
建 設 課

管理係
事業係事業係

○ 口和支所
市 民 課 市民生活係

⇒ 市民生活課 (統合)�0824-87-2112 市民生活係
保 健 福 祉 課 保健福祉係 保健福祉係

○ 高野支所
市 民 課 市民生活係

⇒ 市民生活課 (統合)�0824-86-2115 市民生活係
保 健 福 祉 課 保健福祉係 保健福祉係

■助役が副市長に
収入役が会計管理者に

地方自治法の改正にともない､ ４月から ｢助役｣ が ｢副市長｣ に､ ｢収
入役｣ が ｢会計管理者 (一般職)｣ にそれぞれ移行し､ その役割も一部変
更になりました｡
副市長の設置は､ 地方分権が進展するなかで､ 自治体の自主性・自律性

の拡大を図るとともに､ トップマネジメント機能の強化､ 特定課題への対
応､ 政策執行の迅速化などを目的としており､ その定数を市の条例で定め
ること､ より積極的に政策・企画へ参画すること､ 市長から委任を受けた
事務を副市長が執行することなどが主な改正内容となっています｡
副市長の条例定数は２人ですが､ ４月１日においては､ １人の設置とし

ています｡

４月１日付けで任命された
國光拓自副市長

■市の組織を一部変更
市では､ ４月から組織の一部を次のとおり変更しました｡ 所管の事務や連絡先などをご確認のうえ､
お間違えのないようご注意ください｡



市
で
は
、
平
成
18
年
３
月
に

行
政
改
革
の
指
針
と
な
る

｢
行

政
経
営
改
革
大
綱｣

と
、
そ
の

具
体
的
な
取
り
組
み
内
容
を
示

す
実
施
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

(

対
象
期
間：

平
成
17
年
度
か

ら
平
成
21
年
度
ま
で)

行
政
経
営
改
革
大
綱
は
、
財

政
の
安
定
と
市
民
の
幸
せ
づ
く

り
を
目
標
と
し
、
民
間
に
お
け

る

｢

顧
客
志
向｣

｢

成
果
志
向｣
｢

マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
発
想｣

と

い
う
経
営
管
理
の
視
点
を
も
っ

て
行
財
政
運
営
を
見
直
す
と
と

も
に
、
顧
客
・
納
税
者
と
し
て

の
市
民
満
足
度
の
向
上
、
職
員
・

市
民
の
意
識
改
革
、
行
政
と
市

民
の
協
働
実
践
、
さ
ら
に
は
行

政
評
価
シ
ス
テ
ム
へ
の
展
開
も

視
野
に
入
れ
た
内
容
で
整
理
し

て
い
ま
す
。

現
在
、
大
綱
の
趣
旨
に
沿
っ

て
、
事
務
事
業
の
見
直
し
や
内

部
経
費
の
節
減
、
行
政
組
織
の

再
編
整
備
、
職
員
数
・
人
件
費

の
抑
制
、
行
政
の
透
明
性
の
向

上
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

平
成
18
年
度
末
ま
で
の
主
な

取
り
組
み
内
容
と
財
政
効
果
の

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

広報しょうばら 2007.04�

(単位：千円)

取 組 事 項 歳出の減または抑制
17年度 18年度 合計

行政組織の再編整備
管理職数 (部長・課長級)
平成17年４月１日 69人
平成18年４月１日 66人 △3人
平成19年４月１日 62人 △4人

△1,812 △2,416 △4,228

職員定数の適正化
(西城市民病院技師職を除く)

平成17年４月１日 667人 △53人
平成18年４月１日 650人 △17人
平成19年４月１日 626人 △24人

△141,389 △199,608 △340,997

職員給与の適正化
平成17年度
給与水準の引き下げ (給料表の改定)

△ 30,000
平成18年度
給与の減額 (１月～３月)

△ 21,275
平成19年度
給与の減額 (４月～３月)

△332,700
特別職の給与削減
平成18年度
市長・助役・収入役・教育長の給与の減額

△ 5,607
平成19年度
市長・副市長・教育長の給与の減額

△ 9,718

△30,000 △21,275

△5,607

△51,275

△5,607

補助金の見直し
予算編成での見直し
財政運営プランに沿った取り組み

△38,673 △161,749 △200,422

公の施設の管理運営形態の見直し
(指定管理者制度の導入)

指定管理者制度の導入による管理経費の縮減
指定管理者制度導入施設数
平成17年４月１日 25施設
平成18年４月１日 169施設
平成19年４月１日 187施設

△108,961 △40,677 △149,638

■
改
革
を
進
め
て
い
ま
す

������������ �
●

そ
の
他
の
取
り
組
み

①

行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
の
構
築

決
算
認
定
資
料
と
し
て
作
成
し
て
い
る

｢

主
要
施
策

の
成
果｣

に
事
業
実
績
だ
け
で
な
く
成
果
・
評
価
な
ど

の
項
目
を
追
加
し
、
職
員
の
意
識
喚
起
を
促
進
。

②

人
材
育
成
基
本
方
針
の
策
定

市
職
員
の
能
力
開
発
な
ど
を
目
的
と
す
る
計
画

｢

人

材
育
成
基
本
方
針｣

を
策
定
。
人
事
評
価
制
度
の
内
容

を
示
す
と
と
も
に
、
平
成
19
年
度
に
管
理
職
を
対
象
と

し
た
評
価
を
実
施
予
定
。

③

財
政
の
健
全
化

持
続
可
能
な
財
政
運
営
プ
ラ
ン

(

財
政
計
画)

お
よ

び
公
債
費
負
担
適
正
化
計
画
を
策
定
。
平
成
17
年
度
か

ら
平
成
23
年
度
ま
で
の
７
年
間
で
起
債
制
限
比
率
を
13

％
未
満
に
抑
制
。

＊
起
債
制
限
比
率：

市
の
借
金
が
過
大
と
な
ら
な
い
よ
う
一
定
の
制
限
を
設

け
る
指
標
。
庄
原
市：

15
・
９
％

(

平
成
17
年
度
決
算)

④

公
社
・
第
三
セ
ク
タ
ー
の
運
営
の
見
直
し

収
益
性
の
追
及
、
行
政
負
担
の
軽
減
に
つ
い
て
検
討
。

３
団
体
の
終
了
を
前
提
に
、
市
の
１
０
０
％
出
資
に
よ

る
農
林
振
興
公
社
を
設
立
。

企画課企画調整係�0824-73-1128



市
内
６
地
区
が

浄
化
槽
処
理
区
域
へ

汚
水
処
理
構
想
に
よ
る
管
処

理
区
域
の
う
ち
、
供
用
開
始
し

て
い
る
区
域
お
よ
び
現
在
事
業

実
施
中
の
区
域
以
外
の
区
域

(

公
共
下
水
道
計
画－

西
城
地

区
、
農
業
集
落
排
水
計
画－

高

地
区
、
川
北
地
区
、
春
田
・
峰

田
地
区
、
大
月
・
向
泉
地
区
、

永
田
地
区)

は
全
て
浄
化
槽
処

理
区
域
に
変
更
し
ま
す
。

浄
化
槽
は
、
分
担
金
30
万
円

を
支
払
い
、
市
が
浄
化
槽
本
体

を
設
置
す
る
市
町
村
設
置
型
と

し
ま
す
。
そ
の
浄
化
槽
へ
個
人

負
担
に
よ
り
、
宅
内
か
ら
排
水

管
を
つ
な
ぎ
こ
み
ま
す
。

既
設
浄
化
槽
を
市
へ

帰
属
で
き
ま
す

浄
化
槽
処
理
区
域
内
で
、
こ

れ
ま
で
個
人
で
設
置
さ
れ
た
合

併
浄
化
槽
は
、
市
が
設
置
す
る

浄
化
槽
と
の
公
平
性
を
保
つ
た

め
、
既
設
浄
化
槽
を
市
へ
帰
属

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。(
帰

属
申
請
期
間
５
年
間)

浄
化
槽
を
市
へ
帰
属
す
る
に

は
、
右
図
な
ど
の
条
件
を
満
た

す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

浄
化
槽
の
帰
属
を
希
望
す
る

方
は
、
既
設
浄
化
槽
帰
属
申
請

書
を
浄
化
槽
担
当
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
類
の
審

査
と
、
現
地
排
水
設
備
の
検
査

を
行
い
、
条
件
を
満
た
し
て
い

る
浄
化
槽
に
つ
い
て
帰
属
の
手

続
き
を
行
い
ま
す
。
帰
属
し
た

浄
化
槽
は
、
市
の
所
有
物
と
な

り
市
が
維
持
管
理
し
て
い
き
ま

す
の
で
、
毎
月
の
使
用
料
を
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

＊
浄
化
槽
の
使
用
料
、
維
持
管

理
委
託
費
お
よ
び
法
定
検
査

手
数
料
も
、
改
正
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
十
分
検
討
し
た

上
で
、
申
請
す
る
か
ど
う
か

判
断
し
て
く
だ
さ
い
。

広報しょうばら 2007.04 �

�������������
下水道課管理係�0824-73-1175

汚
水
処
理
構
想
の

見
直
し

昨
年
４
月
、
生
活
排
水
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
、

市
内
を
公
共
下
水
道
事
業
・
農
業
集
落
排
水
事
業
に

よ
る
区
域

(

管
処
理
区
域)

と
、
浄
化
槽
整
備
に
よ

る
区
域

(

浄
化
槽
処
理
区
域)

に
分
類
す
る
新
庄
原

市
汚
水
処
理
構
想
を
策
定
し
、
整
備
を
進
め
て
き
ま

し
た
。

し
か
し
、
急
激
な
市
財
政
の
悪
化
に
よ
り
、

｢

持

続
可
能
な
財
政
運
営
プ
ラ
ン｣

を
策
定
す
る
中
で
、

汚
水
処
理
構
想
の
事
業
手
法
に
つ
い
て
も
見
直
す
こ

と
に
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
未
着
手
の
管
処
理
区
域
は
浄
化
槽

処
理
区
域
に
変
更
し
、
ま
た
、
使
用
料
に
つ
い
て
も

改
正
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。



平成19年６月分からの改正使用料 (８月請求から)

使用された水量 (１カ月分) により使用料が決まります｡

１カ月に20�水を使用した場合の使用料の比較および計算例
公共下水道・農業集落排水・浄化槽とも
共通

基
本
的
に
汚
水
処
理
に
係
る

経
費
は
下
水
道
等
使
用
者
が
特

定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
下
水
道

事
業
な
ど
に
お
け
る
費
用
負
担

は
、
受
益
の
程
度
に
応
じ
て
使

用
者
が
負
担
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
。

現
在
の
使
用
料
で
は
、
本
来

使
用
料
で
賄
う
べ
き
経
費
の
約

50
％
し
か
賄
え
て
お
ら
ず
、
不

足
分
は
一
般
会
計
で
の
負
担
と

な
り
、
下
水
道
な
ど
の
使
用
者

と
未
使
用
者
と
の
負
担
の
公
平

性
が
損
な
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

市
の
財
政
運
営
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
下
水
道
事
業
の
健
全

な
財
政
運
営
に
つ
い
て
は
、
国

か
ら
も
強
い
指
導
を
受
け
て
お

り
、
今
後
の
持
続
的
な
整
備
促

進
と
維
持
管
理
を
し
て
い
く
た

め
に
は
、
下
水
道
等
使
用
料
を

適
正
な
額
に
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
、
下
表
の
と
お
り
改
正
し

ま
し
た
。

ま
た
、
皆
さ
ん
に
汚
水
処
理

施
設
へ
接
続
し
て
い
た
だ
か
な

け
れ
ば
、
せ
っ
か
く
の
施
設
も

役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
公
共
下
水
道
・
農
業
集

落
排
水
な
ど
の
集
合
処
理
に
つ

い
て
は
、
供
用
開
始
後
３
年
以

内
の
接
続
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
あ
っ
せ
ん
融
資
制
度
な
ど

も
ご
利
用
い
た
だ
き
、
一
日
も

早
い
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

広報しょうばら 2007.04�

処理経費と使用料の状況 (平成17年度決算統計数値より)

料金の別 使用水量 使用料金単価 (税込)

基本料金 0�から 8�まで 1,260円

超過料金

8�を超え 20�まで １�につき 178.5円
20�を超え 30�まで 〃 199.5円

30�を超え 50�まで 〃 220.5円

50�を超え 100�まで 〃 231.0円

100�を超えるもの 〃 241.5円

使用料統一
(基本料金 8�) 1,260円

＋ (超過料金12�) × 178.5円
20� 3,402円

＊１円未満が発生すれば切捨てになります

公共下水道
東城処理区
20� 3,696円

上記以外
20� 2,625円

現 行 改正

使
用
料
の
改
正



こ
れ
ま
で
、
庄
原
市
で
営
業

し
て
い
る
浄
化
槽
維
持
管
理
業

者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
で
設
定
し
て

い
た
浄
化
槽
維
持
管
理
委
託
費

の
統
一
を
お
願
い
し
、
協
議
を

進
め
て
き
ま
し
た
。
今
回
、
新

し
い
浄
化
槽
管
理
シ
ス
テ
ム
に

よ
る
管
理
委
託
費
が
左
表
の
と

お
り
統
一
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
委
託
費
は
平
成

19
年
度
中
の
契
約
更
新
か
ら
適

用
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
年
一
回
の
検
査
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
浄
化
槽
法

定
検
査
の
受
検
を
進
め
る
た
め
、

広
島
県
で
は
、
効

率
化
検
査
を
導
入

し
、
検
査
手
数
料

も
左
表
の
と
お
り

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

広報しょうばら 2007.04 ��

浄化槽維持管理委託費

法定検査手数料 (10人槽以下)

＊ 法定検査は､ 年１回必ず受検しなくてはいけません｡ (罰則規
定あり)
＊ �広島県浄化槽維持管理協会の者 (会員証 [顔写真入り] を携
帯) が､ 浄化槽法定検査受検契約書を持って､ 契約手続きに訪問
しますので､ ご協力をお願いします｡

合併浄化槽
標準・

コンパクト

保守点検
(年３回)

清掃費
(年１回)

清 掃
技術料

消費税 合 計

５人槽 18,000 23,790 5,000 2,340 49,130円

６人槽 18,000 30,420 5,000 2,671 56,091円

７人槽 18,000 36,400 5,000 2,970 62,370円

８人槽 18,000 42,900 5,000 3,295 69,195円

10人槽 18,000 55,510 5,000 3,926 82,436円

効率化検査 (５年に４回) ガイドライン検査 (5年に1回)

広島県浄化槽維持管理協会 広島県環境保全センター

合併浄化槽 5,000円 7,000円

単独浄化槽 5,000円 5,000円

浄
化
槽
維
持
管
理
の

新
シ
ス
テ
ム�

浄化槽設置工事



２
月
16
日
、
和
歌
山
県
紀
の

川
市
在
住
の
叶
迫
恵
さ
ん
か
ら
、

新
庁
舎
の
建
設
な
ど
に
役
立
て

て
い
た
だ
き
た
い
と
庄
原
市
に

１
千
万
円
の
寄
付
が
あ
り
ま
し

た
。叶

迫
さ
ん
は
庄
原
市
高
町
の

出
身
で
、
現
在
、
和
歌
山
県
紀

の
川
市
で
土
木
工
事
の
会
社
を

経
営
さ
れ
て
お
り
、｢

５
百
万

円
を
新
庁
舎
建
設
に
、
残
り
の

５
百
万
円
は
庄
原
市
高
地
区
の

振
興
に
役
立
て
て
い
た
だ
き
た

い｣

と
の
意
向
を
受
け
、
市
で

は
、
庁
舎
建
設
基
金
へ
の
積
み

立
て
と
、
高
小
学
校
の
遊
具
や

図
書
な
ど
の
教
材
備
品
の
充
実

を
図
る
予
定
に
し
て
い
ま
す
。

広報しょうばら 2007.04��

�
自治振興区活動促進補助事業の募集開始

市では､ 自治振興区が､ 地域課題の解決や夢の実現に向けて取り組む事業を支援するために ｢自治
振興区活動促進補助金｣ 制度を設けています｡
補助制度の内容などは､ 次のとおりですが､ 今年度から､ 新たに ｢定住促進事業｣ を対象事業に加
えて､ 地域におけるU・Iターンの取り組みを支援します｡
●補助制度の概要
補助対象事業 自治振興区が策定した ｢地域振興計画｣ に基づき､ 地域づくり活動を促進する

事業として実施する次のいずれかに該当する事業
■一般事業
①教育文化事業 ②産業振興事業 ③保健福祉事業 ④生活環境整備事業
⑤その他地域づくりの推進に必要な事業
■定住促進事業
①定住促進事業

補 助 率 対象事業費の４／５以内
補助限度額 ■一 般 事 業：１事業につき300万円

■定住促進事業：１事業につき100万円
●申請期限
５月31日までを申請期限とします｡
定住促進事業については､ 本年度に限り８月31日までとします｡

●補助決定までの流れ
申請された事業は､ 審査会により､ 審査項目に従って審査した上で補助対象事業を決定します｡

[定住促進事業]
｢帰郷への取り組み｣ 地域からはじめませんか

｢定住促進事業｣ とは､ 自治振興区が地域出身者などを対象に取り組む ｢定住促進活動 (Ｕ・
Iターン活動)｣に対して､補助金を交付します｡対象となる事業は､｢基礎事業｣と｢地域アイディ
ア事業｣に分類します｡事業を行う場合は､｢基礎事業｣は必ず取り組んでいただくこととします｡
基礎事業�定住促進担当窓口の設置�地域内のＵターン対象者の名簿づくり
自治振興区内のＵターン対象者の調査費用など (ただし､ 担当者の賃金は対象外とします｡)�Ｕターン対象者に対する地域情報発信�地域で作成した田舎だより､ イベント案内などを対象者へ発送する費用 など
※発送される場合､ 市から ｢広報しょうばら｣ を提供します｡

地域アイディア事業� ｢定住促進｣を目的とした｢地域情報紙｣の作成�基礎事業で収集したデータをもとに､ 地域が定住促進を目的に企画した事業
Ｕ・Iターン対象者をターゲットとした新規の交流イベント､ 空き家を活用した田舎暮らし
体験事業 など

問い合わせ 自治振興課�0824-73-1209または各支所地域振興課

������������
新庁舎
建設などに
１千万円の
篤志寄付



平
成
12
年
度
に
発
足
し
た
介

護
保
険
制
度
で
は
、
老
後
の
介

護
を
社
会
全
体
で
支
え
る
制
度

と
し
て
、
そ
の
運
営
に
係
る
介

護
費
用
総
額
の
一
部
を
、
40
歳

か
ら
64
歳
ま
で
の
介
護
保
険
第

２
号
被
保
険
者
が
加
入
し
て
い

る
各
医
療
保
険
で
負
担
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

本
市
に
お
い
て
は
、
国(

社

会
保
険
診
療
報
酬
基

金)

に
支
払
う
介
護

納
付
金
が
制
度
発
足

時
に
比
べ
１
人
当
た

り
の
額
が
約
１
・
８

倍
に
な
っ
た
現
在
も
、

国
民
健
康
保
険
税

(

介
護
分)

の
税
率

を
制
度
発
足
時
に
据

え
置
い
て
い
る
た
め
、

平
成
17
年
度
で
は
約

４
千
万
円
余
り
の
不

足
が
生
じ
る
状
況
と

な
り
ま
し
た
。

【
グ
ラ
フ
】

平
成
19
年
度
の
納

付
金
は
更
に
増
加
し
、

こ
の
ま
ま
の
状
況
で

は
不
足
額
が
増
加
し

続
け
ま
す
。
合
併
協

議
に
お
い
て
、
不
足

分
は
持
寄
る
基
金
で

対
応
す
る
こ
と
に
し

て
い
ま
し
た
が
、
所
得
の
減
少

に
よ
る
保
険
税
収
の
減
少
と
医

療
費
の
増
大
に
よ
り
、
３
年
間

の
税
収
減
相
当
と
し
て
持
ち
寄
っ

た
約
１
億
３
千
万
円
は
平
成
17

年
度
で
ほ
と
ん
ど
無
く
な
り
ま

し
た
。

国
に
支
払
う
介
護
納
付
金
に

見
合
う
額
を
確
保
し
、
安
定
し

た
運
営
を
図
っ
て
い
く
た
め
、

こ
の
た
び
右
記
の
と
お
り
税
率

を
改
正
し
ま
し
た
。
急
激
な
負

担
増
と
は
な
り
ま
す
が
、
ご
理

解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を

受
け
る
と
、
入
院
時
の
窓
口
で

の
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
に

こ
れ
ま
で
医
療
費
の
自
己
負

担
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
、
定

め
ら
れ
た
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
分
は
市
役
所
で
申
請
す

る
と
高
額
療
養
費
と
し
て
後
日

支
給
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平

成
19
年
４
月
１
日
か
ら
限
度
額

適
用
認
定
証
を
医
療
機
関
に
呈

示
す
る
こ
と
で
、
70
歳
未
満
の

人
が
入
院
し
た
と
き
の
医
療
機

関
窓
口
で
の
支
払
い
を
、
自
己

負
担
限
度
額
ま
で
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

入
院
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と

き
は
、
市
役
所
の
国
民
健
康
保

険
担
当
窓
口
で
申
請
し
て
、
限

度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。(

70
歳
以
上

の
方
は
す
で
に
適
用
さ
れ
て
い

ま
す
。)

・
自
己
負
担
限
度
額
は
所
得
区

分
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

＊
上
位
所
得
者

同
一
世
帯
の

国
保
被
保
険
者
の
所
得
の
合

計
が
６
０
０
万
円
以
上
の
世

帯
。

＊
市
民
税
非
課
税
世
帯

同
一

世
帯
の
世
帯
主
と
国
保
被
保

険
者
が
す
べ
て
市
民
税
非
課

税
の
世
帯
。

＊
４
回
目
以
降

過
去
12
ヵ
月

間
に
、
同
じ
世
帯
で
の
支
給

が
４
回
以
上
あ
っ
た
と
き
、

４
回
目
か
ら
。

広報しょうばら 2007.04 ��

区 分
介護分(40～64歳が対象)

改正前 改正後

所得割 ０.７％ １.４％

資産割 ６.０％ ９.７％

均等割 (年額) 3,900円 8,600円

平等割 (年額) 3,900円 4,500円

課税限度額 90,000円 改正なし

所得区分 ３回目まで ４回目
以降

一 般
80,100円＋ (医療費－
267,000円) ×１％

44,400円

上位所得者
150,000円＋ (医療費－
500,000円) ×１％

83,400円

市 民 税
非課税世帯

35,400円 24,600円

保健医療課国保年金係�0824-73-1158
※介護納付金－国庫負担金等－保険税 (介護分) ＝差引収支額
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���������������������

� � � � �



【
申
請
の
要
件
】

原
則
、
国
民
健
康
保
険
税

の
滞
納
が
な
い
方

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

①
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証

②
印
鑑

な
お
、
限
度
額
適
用
認
定
証

の
交
付
を
受
け
な
い
場
合
は
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
医
療
機
関
へ

支
払
い
後
、
申
請
に
よ
り
高
額

療
養
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
が
出
産
し
た
時
に

受
け
ら
れ
る
出
産
育
児
一
時
金

(

35
万
円)

は
、
出
産
後
に
申

請
・
支
給
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
、

出
産
育
児
一
時
金
を
市
か
ら
医

療
機
関
な
ど
に
直
接
支
払
う
こ

と
で
、
出
産
費
用
の
窓
口
で
の

支
払
い
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

こ
の
受
取
代
理
制
度
を
利
用

す
る
場
合
は
、
保
健
医
療
課
国

保
年
金
係
ま
た
は
各
支
所
担
当

課
へ
事
前
に
申
請
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

【
申
請
の
要
件
】

・
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
で
出
産
育
児
一
時
金
の

支
給
を
受
け
る
見
込
み
の

あ
る
方

・
原
則
、
国
民
健
康
保
険
税

の
滞
納
が
な
い
方

【
申
請
の
受
付
】

申
請
の
受
付
は
出
産
予
定

日
の
１
ヵ
月
前
か
ら
で
す
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

①
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証

②
母
子
手
帳
な
ど
出
産

予
定
日
を
証
明
す
る
書
類

③
印
鑑

④
振
込
先
金
融
機

関
の
通
帳

(
世
帯
主
名
義
の

も
の)

※
35
万
円
を
超
え
た
出
産
費
用

は
、
病
院
の
窓
口
で
お
支
払

い
く
だ
さ
い
。

※
出
産
費
用
が
35
万
円
未
満
の

場
合
、
差
額
を
被
保
険
者
の

口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

４
月
は
、
就
職
や
退
職
な
ど

に
伴
う
異
動
が
最
も
多
い
月
で

す
。
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
人
や
、
生
活
保
護
を

受
け
て
い
る
人
な
ど
を
除
い
て
、

庄
原
市
に
住
ん
で
い
る
人
は
全

て
、
庄
原
市
の
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

左
表
の
よ
う
な
異
動
が
あ
っ

た
場
合
は
、
市
役
所
へ
届
出
が

必
要
で
す
。
手
続
き
は
、
忘
れ

ず
早
め
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
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こんなとき 届出に必要なもの

国
保
に
加
入
す
る
と
き

他市町村から転入したとき
○転出証明書
※既にある世帯に転入される方で､ その世帯
に国保加入者がおられる場合はその保険証

社会保険など職場の健康保険の加
入者でなくなったとき

○職場の健康保険の資格喪失証明書
○厚生年金 (共済年金) などを受給
している場合は､ 年金証書

○既に世帯で国保加入者がいる場合
は､ その保険証

や
め
る
と
き

国
保
を

他の市町村へ転出するとき ○国民健康保険証

社会保険など職場の健康保険に加
入したとき

○国民健康保険証
○新たに加入した社会保険などの
保険証の原本(コピーは不可)

そ
の
他

住所・名前・世帯主が変わったとき｡
世帯を一緒にしたり分けるとき

○国民健康保険証

国民健康保険証をなくしたとき
○本人確認できるもの (運転免許
証など)

住所を庄原市においたまま､ 短期
就労などで住所地を離れ､ もう一
枚保険証が必要なとき

○国民健康保険証

修学のため､ 庄原市を離れ (住民
票を移す)､ もう一枚保険証が必要
なとき

○国民健康保険証
○在学証明書

※全ての手続きには印鑑が必要ですので持参してください｡
※社会保険など加入後に国民健康保険証で受診された場合には､ 医療費のうち市
が負担した部分を全額返納していただくことになります｡
《問い合わせ》
保健医療課国保年金係または各支所市民課・市民生活課
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市民生活課戸籍住民係 �0824-73-1157
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庄原消防署 �0824-72-9911
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１. 口座振替での前納申し込みされた方の口
座振替日は､ 平成19年４月末日です｡
２. ６ヵ月前納も口座振替が有利です｡ 平成
19年10月～翌３月分の６ヵ月前納 (口座振
替) の申し込みは平成19年８月末となりま
す｡
３. 月々の口座振替も早割り (当月保険料の
当月末引き落とし) にするとお得です｡ 毎
月納付の口座振替 (当月保険料の翌月末引
き落とし) は定額保険料です｡ 口座振替を
早割り (当月保険料の当月末引き落とし) にすると月々50円の割引きになります｡ 早割りを申し込
みすると､ 初回に２ヵ月分の保険料 (前月分の定額保険料と50円割引きされた当月分保険料) の口
座振替を行い､ その後毎月の保険料が50円割引きとなります｡

口座振替の申し込み・手続き

必 要 書 類 年金手帳・預貯金通帳・金融機関への届出印
注 意 事 項 事務処理の関係で手続き終了から口座振替の実施まで１～２ヵ月かかることがあります

のでご了承ください｡
申し込み先 預貯金口座をお持ちの金融機関または社会保険事務所

★学生の皆さん ｢学生納付特例制度｣ の申請をお忘れなく(毎年度申請が必要です)

学生は､ 一般的に収入が無かったり､ 少なかったりしますので､ 国民年金保険料を納めるのが困難
な場合があります｡ そのため､ 在学期間中の保険料の納付を猶予し､ 社会人になってから保険料を納
めることができる ｢学生納付特例制度｣ があります｡
20歳で国民年金に加入された学生､ 今年の３月まで ｢学生納付特例制度｣ が承認されていた学生､
申請を忘れていた学生､ 社会人から学生になられた方は､ 保健医療課国保年金係､ または各支所市民
課・市民生活課で申請してください｡ 学生納付特例は４月から翌年の３月までで､ 申請が遅れてもさ
かのぼって認められます｡ 手続きには､ 年金手帳と学生証 (コピー可) または在学証明証が必要です｡

■お住まいが変わったときは住所変更の届出を！ (社会保険庁からのお知らせ)
社会保険庁では､ 被保険者のサービス向上のため､ ｢裁定請求書の事前送付｣ や ｢年金見込額の提

供｣ を直送しています｡ 今後､ 年金加入記録を通知する ｢ねんきん定期便｣ などの取り組みを行うた
めにも正確な住所が必要になります｡
｢ねんきん定期便｣ の導入にあたっては､ 基礎年金番号で管理している記録に基づいて実施するこ

ととしていることから､ 年金記録の整備や住所記録の整備を進めているところですが､ ご本人の届出
がなければ判明しないケース (年金手帳記号番号や基礎年金番号の複数所持) や､ 転居などによる住
所変更は､ お早めの届出をお願いします｡

★老齢福祉年金を受給されている方へ

４月は老齢福祉年金の受け取り月です｡ ４月11日以降に希望された支払郵便局に国民年金証書・印鑑な
どを持参して手続きをしてください｡ 受領後は次回の年金 (８月期) を受けるため､ お早めに国民年金証
書を広島社会保険事務局 (〒730-8602 広島市中区鉄砲町8-18) に提出してください｡

問い合わせ 保健医療課国保年金係�0824-73-1158または各支所担当課

平成19年度の国民年金定額保険料は､
月額1万4,100円です｡
保険料納付は口座振替で前納がお得です｡
年間納付額を比べてみると……

現
金
で

毎 月 16万9,200円 －

前納(１年分をまと
めて納める)

16万6,200円 3,000円割引

口
座
振
替
で

毎 月
(当月末引落し)

16万8,600円 600円割引

前納(１年分をまと
めて納める)

16万5,650円 3,550円割引
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財政課管財係 �0824-73-1124

集会施設以外

施設の名称 指定管理者 申込等問い合わせ先 その他主な変更点など

敷信みのり保育所 ㈱敷信村農吉�0824-72-7634 保育所直通�0824-72-0828
女性児童課�0824-73-1192 月曜日から土曜日７時30分～19時30

分の保育可能(月～金の18時30分以
降及び土曜13時以降は別途料金制度
となります)

庄原市斎場

㈱備北祭典�0824-72-8200 市民生活課�0824-73-1154
使用申込や料金の支払方法は変更あ
りません｡

西城斎苑 西城支所市民課�0824-82-2124
東城斎場 東城支所市民課�08477-2-5126
口和斎場 口和支所市民生活課�0824-87-2112
高野斎場 高野支所市民生活課�0824-86-2115
比和斎場 比和支所市民生活課�0824-85-3001
総領斎場 総領支所市民生活課�0824-88-3063 使用申込や料金の支払いが総領支所

となります｡
上野総合公園
(陸上競技場及び
その周辺区域)

特定非営利活動法人
ポラーノ�082-292-2654 �0824-72-7201 平成19年４月１日から新たにオープ

ンしました｡

比和農林業振興
支援センター

㈱庄原市農林振興公社�0824-72-5090 �0824-85-2113 交流施設の利用は１時間当たり1,000
円です｡

西城共同作業場 大富農機具施設管理組合 �0824-82-2063
ほたる見公園 大月自治振興協議会 �0824-87-2513
庄原市ふれあい
センター

社会福祉法人
庄原市社会福祉協議会�0842-72-7120 ふれあいセンター�0824-75-0301

市民生活課�0824-73-1154 通常の使用方法は変更ありませんが､
目的外使用 (営業で使う場合など)
の申込先は市民生活課になります｡

たかの温泉神之瀬
の湯

社会福祉法人
庄原市社会福祉協議会 �0824-86-2251 料金・開場時間など変更ありません｡

庄原北公園 庄原市総合サービス㈱�0824-75-0600 �0824-72-8000 申込先は庄原市総合体育館となりま
す｡

西城創造の村 庄原市西城創造の村 �0824-72-2707
口和スポーツ
センター

庄原市口和スポーツ
センター管理組合 �0824-87-2563

庄原市運動広場 庄原市総合サービス㈱ �0824-72-8000 申込先は庄原市総合体育館となりま
す｡

総領テニスコート ㈱里山総領 �0824-88-7088 夜間照明カードは総領支所総領生涯
学習係でご購入ください｡ (２時間
1,000円)

高野高原スキー場 南自治振興区 �0824-86-3004

平成19年度から次の表のとおり､ 新たに38の公共施設が指定管理者による管理運営になりまし
た｡ (このうち２施設は指定管理者の変更です)
これまでと申込方法､ 問い合わせ先などに変更がある場合がありますので､ ご確認ください｡
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集会施設

施設の名称 指定管理者 以前の施設名称

庄原自治振興センター 庄原自治振興区 庄原公民館

高自治振興センター 高自治振興区 高公民館

本村自治振興センター 本村自治振興区 本村公民館

峰田自治振興センター 峰田自治振興区 峰田公民館

敷信自治振興センター 敷信自治振興区 敷信公民館

東自治振興センター 東自治振興区 東公民館

山内自治振興センター 山内自治振興区 山内公民館

北自治振興センター 北自治振興区 北公民館

金田集会所 金田自治会
金田集会所
口和公民館・金田分館

竹地谷集会所 竹地谷自治振興会
竹地谷集会所
口和公民館・竹地谷分館

宮内ふれあいプラザ 宮内自治振興区
宮内ふれあいプラザ
口和公民館・宮内分館

湯木ふれあいプラザ 湯木釜峰振興会
湯木ふれあいプラザ
口和公民館・湯木分館

常定集会所 常定振興区 口和公民館・常定分館

竹地本谷集会所 本谷自治振興区 口和公民館・竹地本谷分館

大月集会所 大月自治振興協議会
庄原市口和教育会館
口和公民館・大月分館

高野湯川コミュニティセンター 湯川コミュニティセンター管理組合 上高公民館・湯川分館

高野和南原コミュニティセンター 和南原自治振興区 上高公民館・和南原分館

大久保集会所
児童遊園地

大久保集会所管理組合

自治振興区の活動拠点や地域の集会施設として利用されている18の施設は､ それぞれ自治振興
区などの地元団体が指定管理者として管理運営します｡

各施設の開館時間などが変わりました
施 設 名 開館時間・期間 備 考

庄原市立図書館本館(田園文化センター) 10時～19時 開館時間の変更
庄原市立図書館西城分館
西城歴史民俗資料館・宮田武義記念館

13時30分～18時 開館時間の変更

口和郷土資料館 月・木・土曜日を開館 開館日の変更

庄原市水泳プール
７月１日～８月31日
13時～20時

開場時間・期間の変更

西城温水プール (水夢)
２月１日～10月31日
13時～20時

開場時間・期間と
使用料の一部を変更

リフレッシュハウス東城
(プール・トレーニングジム)

13時～20時 開館時間の変更

比和温泉施設 (あけぼの荘) 10時～21時 宿泊の廃止

比和コテージ施設 4月1日～11月30日 開館期間の変更

鈩原キャンプ場 廃止します

帝釈峡まほろばの里 ４月１日～11月30日 開場期間の変更
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庄
原
市
国
民
保
護
計
画｣

は
、
万

一
の
大
規
模
な
テ
ロ(

緊
急
対
処
事
態)

や
有
事

(

武
力
攻
撃
事
態)

が
発
生
し

た
場
合
に
、
庄
原
市
に
い
る
す
べ
て
の

人
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
、
平
成

16
年
９
月
に
施
行
さ
れ
た
国
民
保
護
法

や
そ
の
他
の
関
連
す
る
法
律
、
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
条
約
な
ど
の
国
際
人
道
法
の
精
神
、

広
島
県
の
国
民
保
護
計
画
に
基
づ
い
て

策
定
し
て
い
ま
す
。
策
定
に
あ
た
っ
て

は
、
24
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
た
庄
原

市
国
民
保
護
協
議
会
に
諮
問
し
、
審
議

を
い
た
だ
き
、
広
島
県
知
事
の
同
意
を

得
ま
し
た
。

国
民
保
護
は
、
万
一
の
事
態
が
発
生

し
た
際
に
、
住
民
の
生
命
、
身
体
、
財

産
を
守
る
も
の
で
あ
り
、
戦
争
を
肯
定

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
庄
原
市

は
、
恒
久
の
平
和
を
願
い
、
国
際
交
流

な
ど
を
通
じ
て
相
互
の
理
解
を
深
め
る

よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
万
一
の
事
態

が
発
生
し
た
と
き
の
こ
と
を
考
え
て
、

市
民
の
安
全
を
最
大
限
確
保
す
る
た
め
、

国
民
保
護
に
取
り
組
む
も
の
で
す
。

こ
の
計
画
が
実
際
に
使
わ
れ
る
よ
う

な
事
態
が
、
こ
れ
か
ら
も
決
し
て
な
い

こ
と
を
祈
り
ま
す
。

庄
原
市
国
民
保
護
計
画
の
概
要

第
１
編

総
論

基
本
方
針
、
市
の
特
徴
な
ど

第
２
編

平
素
か
ら
の
備
え
や
予
防

平
素
か
ら
の
組
織
・
体
制
の
整
備
、

訓
練
・
啓
発
な
ど

第
３
編

武
力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処

初
動
体
制
、
対
策
本
部
設
置
、
警
報
・

避
難
指
示
の
伝
達
、
避
難
誘
導
、
安
否

情
報
な
ど

第
４
編

復
旧
等

応
急
の
復
旧
、
災
害
復
旧
、
費
用
支

弁
な
ど

第
５
編

緊
急
対
処
事
態
へ
の
対
処

※
計
画
の
全
文
は
、
庄
原
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ

(
h
ttp
://w

w
w
.c
ity.s

h
o
b
a
ra
.

h
iro
s
h
im
a
.jp
)

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。
ま
た
、
総
務
課

お
よ
び
各
支
所
地
域

振
興
課
で
も
閲
覧
で

き
ま
す
。

��������������
■法務局の統廃合に反対の申し入れをしました■
昨年12月15日､ 広島法務局民事行政部長から庄原市長に対し､ ｢広島法務局庄原支局が三次支

局に統合が予定されている｣ ことについて説明がありました｡ 統合は平成20年２月頃の予定です｡
これに対し､ 庄原支局が廃止されると､ 庄原市民に著しい不便をかけ､ 市民サービスの低下に
つながることから､ 庄原市長は反対の意向を伝えるとともに､ ２月６日には市議会議長と共に法
務省民事局を訪ね､ 法務大臣宛の申入れ書により､ 法務局の統廃合計画を撤回するよう強く申し
入れを行いました｡

法務局の統合に
反対する理由

①統廃合の理由として､ 登記申請事件数
15,000件未満､ 統合後の隣接庁舎までの
所要時間が概ね30分以内という閣議決定
に基づいた基準が示されていますが､ 平
成17年３月末で合併した本市は､ 面積
1,247平方キロメートルと広大なエリア
を有しており､ 市東部の東城支所管内か
らは約90分の所要時間となること｡

②現在､ 事業が進められている中国横断自動車道
｢尾道松江線｣､ 生活貯水池 ｢庄原ダム｣､ 地域高
規格道路 ｢江府三次道路｣ などに係る登記事務に
も影響が予想されること｡

③法務局は､ 不動産登記業務以外にも､ 商業法人登
記業務､ 戸籍業務､ 供託業務のほか､ 人権擁護委
員会の事務局が設置され､ 市民の人権擁護の役割
を担う重要な機関となっており､ 住民に身近で便
利な行政サービスの提供が必要であること｡

④公的機関の統廃合により､ 本市の都市機能の低下
に繋がること｡

総務課行政係�0824-73-1123
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身
体
障
害
者

定
期
相
談(
判
定)

会

[

聴
覚]

４
月
19
日(

木)

受
付
13
時
〜
14
時

と
こ
ろ

備
北
地
域
事
務
所
第

３
庁
舎

※
１
週
間
前
ま
で
に
社
会
福
祉

課
障
害
者
福
祉
係

�
０
８
２
４－

７
３－

１
２
１
０

へ
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

人
権
相
談

(

特
設)

各
地
域
で
人
権
擁
護
委
員
が

相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
庄
原
地
域

と
き

４
月
10
日(

火)

・
24
日(

火)

５
月
８
日(

火)

13
時
30
分
〜
16
時
30
分

と
こ
ろ

庄
原
市
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

●
東
城
地
域

と
き

５
月
10
日(

木)

13
時
30
分
〜
16
時
30
分

と
こ
ろ

東
城
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
西
城
地
域

と
き

５
月
10
日(

木)

13
時
30
分
〜
16
時
30
分

と
こ
ろ

西
城
公
民
館

●
高
野
地
域

と
き

４
月
10
日(

火)

10
時
〜
15
時

と
こ
ろ

高
野
支
所

●
総
領
地
域

と
き

４
月
10
日(

火)･

５
月
10
日(

木)

９
時
〜
12
時

と
こ
ろ

総
領
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

問
い
合
わ
せ

庄
原
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

�
０
８
２
４－
７
２－

０
３
１
１

定
期
巡
回
児
童
相
談

備
北
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

が
子
育
て
に
関
す
る
相
談
に
応

じ
ま
す
。

●
庄
原
地
域

と
き

４
月
19
日(

木)

10
時
〜
15
時

と
こ
ろ

庄
原
市
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

●
東
城
地
域

と
き

４
月
27
日(

金)

10
時
〜
15
時

と
こ
ろ

東
城
支
所

※
１
週
間
前
ま
で
に
予
約
し
て

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

庄
原
地
域

女
性
児
童
課
子
育
て
支
援
係

�
０
８
２
４－

７
３－

０
０
５
１

東
城
地
域

東
城
支
所
保
健
福
祉
課
福
祉
係

�
０
８
４
７
７－

２－

５
１
３
１

精
神
保
健
福
祉
手
帳
・

自
立
支
援
医
療(

精
神
通
院)

の

申
請
窓
口
が
変
わ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
精
神
保
健
福
祉
手

帳
・
自
立
支
援
医
療(

精
神
通

院)

の
申
請
は
庄
原
市
保
健
セ

ン
タ
ー
で
受
付
を
行
っ
て
い
ま

し
た
が
、
４
月
１
日
か
ら
社
会

福
祉
課(

市
役
所
別
館
１
号
内)

に
変
更
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
障
害
者
自
立
支
援

法
の
施
行
に
よ
り
、
身
体
障
害

者
・
知
的
障
害
者
・
精
神
障
害

者
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
体
系
が
統

一
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
申
請
・
事
務
手

続
き
の
窓
口
を
統
一
し
、
利
用

者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
も

の
で
す
。

な
お
、
今
回
の
申
請
窓
口
の

変
更
は
本
庁
の
み
で
、
各
支
所

は
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
精
神
障
害
者
の
保
健

な
ど
に
関
す
る
相
談
・
支
援
窓

口
は
引
き
続
き
庄
原
市
保
健
セ

ン
タ
ー
で
行
い
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

保
健
医
療
課
保
健
予
防
係

�
０
８
２
４－

７
２－

７
０
７
４

固
定
資
産
税
・

軽
自
動
車
税
の
減
免

申
請
手
続
き
は
毎
年
必
要
で

す
！次

に
該
当
す
る
場
合
は
、
固

定
資
産
税
・
軽
自
動
車
税
の
減

免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

は
、
毎
年
、
納
期
限
の
７
日
前

ま
で
に
税
務
課
ま
た
は
各
支
所

へ
減
免
申
請
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
第
１
期
の
納
期
限
は

５
月
31
日(

木)

で
す
。

[

固
定
資
産
税]

●

公
私
の
扶
助

(

※
１)

を
受

け
て
い
る
人
が
所
有
す
る
固
定

資
産

●

公
益
の
た
め
に
直
接
専
用
す

る
固
定
資
産
税

(

有
料
の
場
合

を
除
く)

●

災
害
な
ど
に
よ
り
著
し
く
価

値
が
減
少
し
た
固
定
資
産

※
１

生
活
保
護
法
に
規
定
す

る
扶
助
や
、
社
会
事
業
団
、
親

類
や
近
隣
な
ど
の
扶
助

申
請
に
必
要
な
書
類
な
ど

・
減
免
申
請
書

・
印

鑑

・
そ
の
他
減
免
を
必
要
と
す
る

理
由
を
証
明
す
る
書
類

[

軽
自
動
車
税]

●

貧
困
に
よ
り
公
私
の
扶
助
を

受
け
て
い
る
人
が
所
有
す
る
軽

自
動
車

●

身
体
や
精
神
に
障
害
が
あ
り
、

歩
行
が
困
難
な
人
が
運
転
す
る

軽
自
動
車

(

手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
人)

●

身
体
や
精
神
に
障
害
が
あ
り
、

歩
行
が
困
難
な
人
の
た
め
に
生

計
を
一
に
す
る
人
や
常
時
介
護

者
が
運
転
す
る
軽
自
動
車

●

身
体
障
害
者
な
ど
が
利
用
す

る
た
め
、
車
椅
子
の
固
定
装
置

や
昇
降
装
置
な
ど
の
特
別
な
構

造
変
更
が
さ
れ
て
い
る
軽
自
動

車※
自
動
車
税(

県
税)

の
減
免
を

受
け
ら
れ
る
場
合
は
、
軽
自
動

車
税
の
減
免
は
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

申
請
に
必
要
な
書
類
な
ど

�
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・
減
免
申
請
書

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
な
ど

・
運
転
免
許
証
、
印
鑑

・
そ
の
他
減
免
を
必
要
と
す
る

理
由
を
証
明
す
る
書
類

問
い
合
わ
せ

税
務
課
資
産
税
係

�
０
８
２
４－

７
３－
１
１
４
４

ま
た
は
各
支
所
市
民
課
・
市
民

生
活
課

帝
釈
峡
湖
水
開
き

国
定
公
園
帝
釈
峡
で
１
年
の

安
全
を
祈
願
す
る
ほ
か
、
各
種

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

と
き

４
月
29
日(

日)

と
こ
ろ

帝
釈
峡
神
龍
湖

問
い
合
わ
せ

帝
釈
峡
観
光
協
会

�
０
８
４
７
７－

２－

０
５
２
５

し
あ
わ
せ
館
ま
つ
り

子
ど
も
も
大
人
も
み
ん
な
集

ま
っ
て
元
気
を
分
か
ち
合
う
お

祭
り
で
す
。
し
あ
わ
せ
館
の
活

動
発
表
、
手
作
り
パ
ン
・
そ
ば

の
販
売
、
作
品
展
示
、
ス
テ
ー

ジ
発
表(

歌･

踊
り･

楽
器
演
奏)

な
ど
。

と
き

４
月
22
日(

日)

10
時
〜
15
時

と
こ
ろ

西
城
保
健
福
祉
総
合

セ
ン
タ
ー
し
あ
わ
せ
館

問
い
合
わ
せ

し
あ
わ
せ
館

�
０
８
２
４－

８
２－

２
２
０
２

お
っ
ぱ
ら
文
化
伝
承
講
座

｢

野
草
も
ち
つ
き
・
山
菜

を
食
べ
る｣

比
和
の
自
然
が
育
む
野
草
を

使
っ
た
も
ち
つ
き
体
験
や
山
菜

料
理
が
楽
し
め
る
イ
ベ
ン
ト
で

す
。

と
き

４
月
29
日(

日)

10
時
〜
14
時

と
こ
ろ

ふ
れ
あ
い
の
里
越
原
お
っ
ぱ
ら

定
員

30
人

参
加
費

２
、０
０
０
円

問
い
合
わ
せ

比
和
支
所
地
域
振
興
課

�
０
８
２
４－

８
５－

３
０
０
０

吾
妻
山
四
季
め
ぐ
り

鑑
賞
会

年
間
を
通
じ
て
吾
妻
山
一
帯

を
舞
台
に
し
た
四
季
の
移
ろ
い

を
楽
し
む
イ
ベ
ン
ト�
春
編�

で
す
。

と
き

５
月
13
日(

日)

10
時
〜
14
時
30
分

集
合
場
所

休
暇
村
吾
妻
山

参
加
費

１
、
０
０
０
円

問
い
合
わ
せ

休
暇
村
吾
妻
山

�
０
８
２
４－

８
５－

２
３
３
１

県
民
の
森
自
然
観
察

四
季
折
々
の
表
情
を
見
せ
る

比
婆
山
と
近
郊
の
山
々
を
専
門

家
の
説
明
を
聞
き
な
が
ら
散
策

し
ま
す
。
県
民
の
森
の
ホ
テ
ル

に
宿
泊
し
、
地
元
の
食
材
を
ふ

ん
だ
ん
に
使
っ
た
、
旬
菜
懐
石

料
理
も
楽
し
め
ま
す
。

○
比
婆
山
と
帝
釈
峡
の
自
然
観
察

帝
釈
峡
で
野
鳥
の
観
察
。
ぶ

な
の
芽
吹
き
と
山
桜
を
観
察

と
き

４
月
20
日(

金)

・
21
日(

土)

○
比
婆
山
と
船
通
山
の
自
然
観
察

船
通
山
を
登
山
。
ぶ
な
の
花
・

様
々
な
草
花
の
観
察

と
き

５
月
11
日(

金)

・
12
日(
土)

参
加
費

一
人

１
１
、０
０
０
円

二
人
ペ
ア

２
０
、０
０
０
円

１
泊
３
食(

２
日
目
昼
食
弁
当

付
き)

定
員

30
人

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

県
民
の
森
公
園
セ
ン
タ
ー

�
０
８
２
４－

８
４－

２
０
１
１

高
原
の
家
七
塚

自
然
観
察

○
山
野
草
料
理
教
室

自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
、
山

野
草
料
理
に
挑
戦
す
る
。

と
き

４
月
28
日(

土)

10
時
〜

と
こ
ろ

高
原
の
家
七
塚

会
費

３
、０
０
０
円

(

昼
食
・
教
材
費
・
保
険
料

含
む)

定
員

30
人(

エ
プ
ロ
ン
持
参)

応
募
締
切

４
月
24
日(

火)

○
七
塚
原
自
然
探
検

七
塚
原
高
原
近
郊
を
、
五
感

を
使
い
探
検
す
る
。

と
き

４
月
28
日(

土)

・
29
日(

日)

１
泊
２
日

と
こ
ろ

高
原
の
家
七
塚

会
費

４
、０
０
０
円

(

宿
泊
費
な
ど
全
て
の
費
用
を

含
む)

定
員

30
人

応
募
締
切

４
月
24
日(

火)

問
い
合
わ
せ

高
原
の
家
七
塚 �

０
８
２
４－

７
５－

２
０
３
３

FAX
０
８
２
４－

７
４－

０
８
２
７

要
約
筆
記
者
講
座

要
約
筆
記
と
は

難
聴
者

(

耳
の
聞
こ
え
な
い
・
聞
こ
え

に
く
い
方)

の
た
め
に
、
講
演
、

会
議
、
集
会
な
ど
の
場
に
出
向

い
て
、
パ
ソ
コ
ン
や
手
書
き
で

話
者
の
話
を
文
字(

短
い
要
約

文)

に
変
え
て
ス
ク
リ
ー
ン
に

映
し
出
す
作
業
を
す
る
こ
と
で

す
。
体
験
受
講
も
歓
迎
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
見
学
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

と
き

第
３
を
除
く
土
曜
日

13
時
30
分
〜
17
時

と
こ
ろ

市
民
会
館

問
い
合
わ
せ

庄
原
市
要
約
筆
記
サ
ー
ク
ル

�
と
も
し
び�
事
務
局(

藤
原)

�
０
８
２
４－

７
２－

４
５
２
７

社
会
福
祉
課
障
害
者
福
祉
係

�
０
８
２
４－

７
３－

１
２
１
０
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重
度
障
害
者
在
宅

介
護
手
当
を
支
給

在
宅
で
、
重
度
の
障
害
者
を

常
時
介
護
さ
れ
て
い
る
方
に
介

護
手
当
を
支
給
し
ま
す
。
支
給

額
は
月
額
４
、
０
０
０
円
で
す
。

【
対
象
障
害
者
等
】

①
５
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で

次
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を
所
持

し
て
い
る
障
害
者

ア

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
１

種イ

療
育
手
帳
○
Ａ
ま
た
は
Ａ

ウ

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
１
級

②
市
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
重

度
と
判
定
さ
れ
た
方

③
次
の
い
ず
れ
の
手
当
も
受
給

さ
れ
て
い
な
い
こ
と

(

障
害
者

お
よ
び
介
護
者)

ア

特
別
障
害
者
手
当

イ

障
害
児
福
祉
手
当

ウ

経
過
的
福
祉
手
当

エ

特
別
児
童
扶
養
手
当

オ

庄
原
市
在
宅
高
齢
者
家
族

介
護
慰
労
金

詳
し
こ
と
は
、
社
会
福
祉
課

障
害
者
福
祉
係(�
０
８
２
４－

７
３－

１
２
１
０)

ま
た
は
、

各
支
所
市
民
生
活
課
・
保
健
福

祉
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

特
別
弔
慰
金
の
手
続
き

戦
没
者
な
ど
の
遺
族
に
対
す

る
特
別
弔
慰
金
法
が
改
正
さ
れ
、

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
ご

遺
族
の
う
ち
、
平
成
17
年
４
月

１
日
に
お
い
て
、
公
務
扶
助
料
、

遺
族
年
金
な
ど
の
受
給
権
を
有

す
る
方
が
い
な
い
場
合
に
、
国

と
し
て
弔
慰
の
意
を
表
す
た
め

に
、
特
別
弔
慰
金
と
し
て
額
面

40
万
円
、
10
年
償
還
の
記
名
国

債
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

特
別
弔
慰
金
を
受
給
す
る
に

は
請
求
手
続
き
が
必
要
で
す
の

で
、
対
象
者
で
請
求
さ
れ
て
い

な
い
方
は
、
社
会
福
祉
課
ま
た

は
各
支
所
担
当
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
対
象
者

次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の

ご
遺
族
お
一
人

１
、
弔
慰
金
の
受
給
権
者

２
、
戦
没
者
な
ど
の
子

３
、
①
父
母

②
孫

③
祖
父
母

④
兄
弟
姉
妹

(

戦
没
者
な
ど
と
生
計
関
係
を

有
し
て
い
な
か
っ
た
方
、
平
成

17
年
４
月
１
日
に
お
い
て
婚
姻

に
よ
り
姓
が
変
わ
っ
て
い
る
方
、

ま
た
は
遺
族
以
外
の
方
と
養
子

縁
組
を
し
て
い
る
方
は
除
か
れ

ま
す
。)

４
、
上
記
３
以
外
の
①
父
母

②
孫

③
祖
父
母

④
兄
弟
姉

妹５
、
上
記
１
か
ら
４
以
外
の
三

親
等
内
の
親
族

(

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で

引
き
続
き
１
年
以
上
生
計
関
係

を
有
し
て
い
た
方
に
限
ら
れ
ま

す
。)

○
必
要
な
も
の

①
印
鑑

②
戸
籍
な
ど
各
書
類

(

請
求
順

位
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。)

○
請
求
期
限

平
成
20
年
３
月
31
日

問
い
合
わ
せ

社
会
福
祉
課
障
害
者
福
祉
係

�
０
８
２
４－

７
３－

１
２
１
０

市
道
の
草
刈
り
に
交
付
金

市
で
は
、
市
道
の
草
刈
り
を

地
域
ぐ
る
み
で
実
施
さ
れ
た
地

域
団
体
に
対
し
て
、
片
側
延
長

１
ｍ
に
つ
き
７
円
の
交
付
金
を

交
付
す
る
制
度
を
設
け
て
い
ま

す
。

こ
の
制
度
を
利
用
さ
れ
る
場
合

は
、
受
付
期
間
内
に
、
建
設
課

ま
た
は
各
支
所
環
境
建
設
課
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
用

紙
は
、
各
担
当
課
に
準
備
し
て

い
ま
す
。

受
付
期
間

４
月
24
日(

火)

〜

５
月
31
日(

木)

問
い
合
わ
せ

建
設
課
管
理
係

�
０
８
２
４－

７
３－

１
１
５
０

ま
た
は
各
支
所
環
境
建
設
課

緑
の
募
金
に
協
力
を

あ
な
た
の
善
意
が

｢

み
ど
り｣

を
守
り
ま
す

広
島
県
み
ど
り
推
進
機
構
庄

原
支
部
で
は
、
今
年
も
緑
の
募

金
活
動
を
４
月
か
ら
５
月
に
か

け
て
行
い
ま
す
。

こ
の
募
金
は

『

緑
の
募
金
に

よ
る
森
林
整
備
等
の
推
進
に
関

す
る
法
律』

に
基
づ
き
実
施
す

る
も
の
で
、
身
近
な
緑
の
環
境

づ
く
り
の
推
進
や
、
募
金
活
動

を
通
し
て
市
民
の
皆
さ
ん
へ

｢

み
ど
り｣

の
重
要
性
を
理
解

し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

募
金
活
動
は
、
市
内
の
学
校
・

保
育
所
・
公
民
館
や
関
係
団
体

へ
募
金
を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、

市
内
の
公
共
機
関
な
ど
へ
募
金

箱
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
協

力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
募
金

は
、
地
域
で
行
う
植
樹
活
動
や
、

学
校
・
保
育
所
な
ど
の
緑
化
事

業
へ
の
助
成
金
と
し
て
活
用
さ

れ
ま
す
。
昨
年
も
ご
協
力
い
た

だ
い
た
募
金
を
活
用
し
、
地
域
・

学
校
・
保
育
所
で
取
り
組
ま
れ

た
植
樹
を
は
じ
め
と
す
る
緑
化

活
動
に
対
し
助
成
を
行
い
ま
し

た
。今

年
も
、
募
金
を
活
用
し
、

緑
化
活
動
へ
の
助
成
を
予
定
し

て
い
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る

団
体
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ

広
島
県
み
ど
り
推
進
機
構
庄
原

支
部
事
務
局(

農
林
振
興
課
振

興
係)

�
０
８
２
４－

７
３－

１
１
３
２

在
宅
高
齢
者
紙
お
む
つ

購
入
助
成
券
を
交
付

市
で
は
、
紙
お
む
つ
を
必
要

と
す
る
重
度
の
要
介
護
者
を
在

宅
で
介
護
し
て
い
る
同
居
家
族

な
ど
に
対
し
て
、
そ
の
経
済
的

負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
在

宅
高
齢
者
紙
お
む
つ
購
入
助
成
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�券
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

■
交
付
枚
数

申
請
月
と
交
付
枚
数
は
次
の

と
お
り
で
す
。(

１
枚
３
、０
０

０
円
分)

�
４
月
か
ら
６
月
ま
で

25
枚

�
７
月
か
ら
９
月
ま
で

20
枚

�
10
月
か
ら
12
月
ま
で

15
枚

�
１
月
か
ら
３
月
ま
で

10
枚

※
申
請
月
と
は
、
市
役
所
で
申

請
書
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る

月
で
す
。

■
在
宅
高
齢
者
の
該
当
要
件

①
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
現
に

居
住
し
、
紙
お
む
つ
を
必
要

と
す
る
状
態
に
あ
る
人

②
申
請
時
に
、
要
介
護
認
定
で

要
介
護
３
・
４
ま
た
は
５
と

判
定
さ
れ
て
い
る
人

■
交
付
対
象
者

該
当
要
件
の
①
、
②
に
該
当

す
る
人
を
在
宅
で
介
護
し
て
い

る
同
居
家
族
で
、
申
請
時
に
そ

の
世
帯
が
市
民
税
非
課
税
の
場

合
に
交
付
し
ま
す
。

※
世
帯
の
課
税
状
況
を
把
握
す

る
た
め
、
同
居
の
判
断
は
原
則

と
し
て
住
民
票
情
報
に
よ
り
行

い
ま
す
。
住
所
が
同
じ
で
も
住

民
票
上
で
別
世
帯
と
な
っ
て
い

る
場
合
は
交
付
対
象
外
と
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
施
設
に
入
院
・
入
所
し
て
い

る
期
間
な
ど
は
使
用
で
き
ま
せ

ん
。

※
平
成
19
年
度
か
ら
要
介
護
認

定
で
要
介
護
３
・
４
ま
た
は
５

と
判
定
さ
れ
て
い
る
介
護
者
に

も
交
付
し
ま
す
。

■
申
請
に
必
要
な
書
類

①
在
宅
高
齢
者
紙
お
む
つ
購
入

助
成
券
交
付
申
請
書(

居
宅
介

護
支
援
事
業
者
等
の
確
認
印
が

必
要
で
す
。)

②
印
鑑(

申
請
書
類
は
社
会
福

祉
課
介
護
保
険
係
・
各
支
所
担

当
課
・
市
内
居
宅
介
護
支
援
事

業
所
に
あ
り
ま
す
。)

■
申
請
時
期

随
時

■
問
い
合
わ
せ

社
会
福
祉
課
介
護
保
険
係

�
０
８
２
４－

７
３－

１
１
６
７

ま
た
は
各
支
所
担
当
課

灰
塚
ダ
ム

建
設
事
業
が
完
了

三
次
市
三
良
坂
町
で
実
施
し

て
い
ま
し
た
灰
塚
ダ
ム
建
設
事

業
が
、
３
月
31
日
で
完
了
し
ま

し
た
。

今
後
は
三
次
河
川
国
道
事
務

所
灰
塚
ダ
ム
管
理
支
所
が
管
理

し
、
ダ
ム
下
流
域
の
洪
水
調
節
、

環
境
保
全
・
水
道
用
水
の
補
給

を
行
い
ま
す
。

ダ
ム
周
辺
に
は
様
々
な
施
設

を
整
備
し
、
ダ
ム
本
体
内
で
は

展
示
室
の
常
設
や
ダ
ム
用
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
も
利
用
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

三
次
河
川
国
道

事
務
所
灰
塚
ダ
ム
管
理
支
所

�
０
８
２
４－

４
４－

４
３
６
０

広
島
県
政
モ
ニ
タ
ー
募
集

広
島
県
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト

へ
の
回
答
や
積
極
的
な
ご
意
見

を
お
願
い
す
る
県
政
モ
ニ
タ
ー

を
募
集
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
ま
た
は
郵
便
を
利
用
し

て
ア
ン
ケ
ー
ト
に
回
答
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。(

１
回
３
テ
ー

マ
、
年
間
３
〜
４
回
程
度)

実
施
期
間

平
成
19
年
６
月
１

日
〜
平
成
20
年
３
月
31
日

謝
礼

ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
実

績
に
応
じ
て
図
書
カ
ー
ド
を
進

呈
い
た
し
ま
す
。

募
集
締
切

５
月
14
日

(
月)

(

必
着)

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

広
島
県
総
務
部
行
政
情
報
室

モ
ニ
タ
ー
募
集
係(

広
聴
グ
ル
ー
プ)

�
０
８
２－

５
１
３－

２
３
７
９(
直
通)

FAX
０
８
２－

２
２
４－

４
７
４
７

メ
ー
ルsougyoujou@

pref.hir
oshim

a.lg.jp
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※公務により実施できない場合もあります｡
※道路の改良･維持･修繕などの要望､陳情は､事業担当課
へお願いします｡
■問い合わせ 情報推進課広報統計係�0824-73-1159｢ふれあい市長室｣の日程

広報しょうばら 2007.04 ��
�������������

【４月のイベント情報】
●庄原フォトコンテスト作品展
期 間 ４月13日(金)まで
●おともだち展－ステンドグラス約40点の作品展
～ステンドグラス工房田総の里・

知的障害者授産施設かわせみの家
期 間 ４月14日(土)～20日(金)
●ゆめさくら発 花とふれあいの旅－バスで市内の花めぐり
と き ４月15日(日) 10時～16時

ゆめさくら発着
定 員 20人 参加費 2,000円
●自然を見つめよう・・・細密画展示会
期 間 ４月27日(金)～５月５日(土)
●田舎の味作り講座－野山の春を楽しもう
と き ４月29日(日) ９時30分～16時
定 員 20人 参加費 1,500円

��������������������������������������������� � ４月28日(土)～６月24日(日)��� 時悠館研修室

��� ����������������08477-6-0161

��������������������������������������������������������������
す
っ
か
り
桜
も
見
ご
ろ
を
迎

え
、
い
よ
い
よ
春
満
開
！

備
北
丘
陵
公
園
の
春
の
祭
典

『

春
ま
つ
り』

も
い
よ
い
よ
始

ま
り
ま
す
。

園
内
の
花
畑｢

花
の
広
場｣

に
は
、
ナ
ノ
ハ
ナ
・
チ
ュ
ー
リ
ッ

プ
・
ビ
オ
ラ
・
ポ
ピ
ー
な
ど
約

15
種
類
、
約
１
０
０
万
本
の
春

の
花
た
ち
が
、
６
月
上
旬
ま
で

次
々
に
咲
き
広
が
り
ま
す
。
特

に
ビ
オ
ラ
の
花
絨
毯

じ
ゅ
う
た
ん
の
上
に
咲

き
あ
が
る
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
と
の

花
絵
巻
は
春
の
公
園
を
代
表
す

る
景
色
の
ひ
と
つ
で
す
。

期
間
中
は
太
鼓
や
神
楽
の
上

演
、
春
の
花
を
使
っ
た
体
験
教

室
な
ど
、
イ
ベ
ン
ト
も
盛
り
だ

く
さ
ん
で
お
楽
し
み
い
た
だ
け

ま
す
。

ま
た
、
今
年
は�
音
楽�
に

こ
だ
わ
り
、
花
畑｢

花
の
広
場｣

で
の
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
も

新
た
に
開
催
す
る
予
定
で
す
。

期
間
中
の
無
料
入
園
日

４
月
８
日(

日)

、５
月
４
日(

祝)

、

５
月
５
日(

祝)

※
５
月
５
日(

祝)

は
小
・
中
学

生
の
み
と
な
り
ま
す
。

主
な
花
の
見
ご
ろ

ナ
ノ
ハ
ナ４

月
上
旬
〜
４
月
中
旬

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

４
月
中
旬
頃

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
ポ
ピ
ー

４
月
中
旬
〜
４
月
下
旬

シ
ャ
ー
レ
ポ
ピ
ー

５
月
中
旬
〜
６
月
上
旬

ビ
オ
ラ

４
月
上
旬
〜
５
月
中
旬

※
花
の
開
花
は
天
候
な
ど
に
よ

り
前
後
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

【庄原市ホームページアドレス】http://www.city.shobara.hiroshima.jp
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４月・５月の犬・猫の引き取りは､ 次の
日程で実施します｡ なお､ 手続きには認
印が必要ですので､ 持参してください｡

犬･猫の
引き取り

日 程 場所および時間

庄原
地域

毎月第1～第4火曜日
4月10・17・24日
5月1・8・15・22日

東公民館 11時～11時10分
市役所車庫前 11時25分～11時35分
敷信公民館 11時50分～12時

………
…
……

西城
地域

4月は第1・第3木曜日
4月5・19日
5月は第3木曜日
5月17日

西城支所 9時～9時10分………

東城
地域

4月は第1・第3木曜日
4月5・19日
5月は第3木曜日
5月17日

小奴可研修センター 9時40～9時50分
東城文化会館 10時20分～10時30分

…
…

口和
地域

毎月第4木曜日
4月26日・5月24日 口和支所 11時40分～11時50分………

高野
地域

毎月第4木曜日
4月26日・5月24日 高野支所 13時20分～13時30分………

比和
地域

毎月第4木曜日
4月26日・5月24日 比和支所 13時50分～14時………

総領
地域

毎月第2水曜日
4月11日・5月９日

総領支所 9時40分～9時50分
(スクールバス駐車場)

………

西城・東城地域の５月は､ 第１木曜日が祝日のため定期収集
がありません｡

休日診療のご案内
4月･5月の休日診療については､
次のとおりです｡

■庄原地域
月 日 診療所名 電話番号
4月 8日(日)
15日(日)
22日(日)
29日(日)
30日(月)

5月 3日(木)
4日(金)
5日(土)
6日(日)

毛 利 医 院
備北ななつか病院
児 玉 ( 納 ) 医 院
林 医 院
戸 谷 医 院
牧 原 医 院
河 本 医 院
笠 間 医 院
庄原赤十字病院

0824-72-2863
0824-75-2070
0824-72-0147
0824-72-0121
0824-72-3131
0824-72-0057
0824-75-0311
0824-72-0535
0824-72-3111

※庄原赤十字病院については､ 救急患者に限ります

■東城地域
月 日 診療所名 電話番号
4月 8日(日)
15日(日)
22日(日)
29日(日)
30日(月)

5月 3日(木)
4日(金)
5日(土)
6日(日)

細 川 医 院
東 城 病 院
瀬 尾 医 院
こぶしの里病院
日 伝 医 院
東 城 病 院
三上クリニック
こぶしの里病院
東 城 病 院

08477-2-0054
08477-2-2150
08477-2-0023
08477-2-5255
08477-2-2180
08477-2-2150
08477-2-1151
08477-2-5255
08477-2-2150

■発行／平成19年4月5日 ■編集・発行／庄原市情報推進課 〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目10番１号 �0824-73-1159 ■印刷／シンセイアート㈱
全
国
各
地
の
予
選
を
勝
ち

抜
い
た
１
２
８
チ
ー
ム
が
参

加
し
た
昭
和
新
山
国
際
雪
合

戦
大
会
で
庄
原
市
の｢

赤
い

彗
星｣

チ
ー
ム
が
準
優
勝
に

輝
き
ま
し
た
。
こ
の
チ
ー
ム

は
県
大
会
３
位
で
連
盟
推
薦

枠
と
し
て
出
場
。
雪
合
戦
関

係
者
の
予
想
を
は
る
か
に
越

え
る
成
績
に
、
大
会
報
告
会

で
は
健
闘
を
称
え
る
と
と
も

に｢

俺
た
ち
も
が
ん
ば
ろ
う｣

と
他
の
チ
ー
ム
に
大
き
な
刺

激
を
与
え
て
い
ま
し
た
。

あ
る
雑
誌
記
者
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
、
中
国
電
力
陸
上

部
の
坂
口
監
督
が｢

誰
も
予

想
し
て
い
な
か
っ
た
選
手
が

突
如
成
績
を
残
し
た
り
、
力

を
つ
け
た
り
す
る
時
、
チ
ー

ム
力
が
ア
ッ
プ
す
る｣

と
答

え
て
い
ま
し
た
。

広
島
県
の
レ
ベ
ル
が
上
が

り
近
い
将
来
、
庄
原
市
か
ら

雪
合
戦
日
本
一
の
チ
ー
ム
が

生
ま
れ
て
く
る
予
感
が
し
ま

し
た
。

糸� [住民基本台帳登載人口]
○人 口 43,041人(前年比－676人)
男 20,424人(前年比－300人)
女 22,617人(前年比－376人)

○世帯数 16,247世帯(前年比－1世帯)
[外国人登録人口]
○人 口 313人(前年比＋4人)

人の動き(２月末日現在)

��������������������
市街地の空き店舗を活用した､ 各種展示ができる市民ギャラリーです｡

●全日本写真展2006 現代を撮る
9日(水)～12日(土)
10時～17時(5/12は10時～16時)
※入場無料

●問い合わせ
庄原市文化協会事務局 電話0824-72-4347(白川)
生涯学習課社会教育係 電話0824-73-1188
商工観光課商工観光係 電話0824-73-1179
※展示を希望される団体(または個人)はお申し込
みください｡ 使用料はいりません｡

�������
献血をつぎのとおり実施します｡
皆さんのご協力をお願いします｡

■問い合わせ 保健医療課医療係 �������������献血の
ご案内

実施日 会場 受 付 時 間

4月27日(金) 県立広島大学庄原キャンパス 11時30分～15時
�� 花よりだんご！桜まつり｡

県北の食文化くんち名物がいっぱい！������� ���� ���������������������������� ���� �������������������������
���� ����

������
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